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今後の学校における対応について 
 

保護者の皆様におかれましては、平素より本校の教育活動にご理解ご協力をいただきあり

がとうございます。 

さて、現在、大阪府に対し「緊急事態宣言」が発出されており、大阪市では徹底した感染

対策を講じるとともに、児童の健やかな学びの保障や心身への影響の観点等を踏まえ取り組

んでいるところです。このたび、大阪市教育委員会からの通知に基づき、5 月20 日（木曜

日）から次のとおり教育活動を行ってまいりたいと考えていますので、ご理解・ご協力をい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

また、「緊急事態宣言」がなお継続されている状況でありますことから、学校以外での日

常生活についても各自が感染対策を取り、家庭内感染を防ぐなど今後の更なる感染拡大を少

しでも予防し、子どもたちの学びの活動を止めないためにも、引き続き保護者の皆様とお子

様の感染予防について別添の「新型コロナウイルス感染症の予防について（お願い）」に基

づき、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、お子様が感染拡大への不安により登校できない場合など、学校（担任）までご相談

ください。 

※新型コロナウイルスに係る対応については、今後変更が生じる場合がありますので、ご

承知おきください。 

 

記 

 

 5 月 20 日（木）～ ５月 21 日（金）における教育活動について  

・8 時10 分から8 時25 分までの間に登校してください。 

・1 時限目から4 時限目まで、学校で学習を行います。 

・給食後、13 時45 分頃に下校し、これまで通り家庭において学習を行います。 

・個人懇談会（希望制）については、予定通り実施します。 

※検診の実施に伴う各学年の下校予定時間は、別表の通りです。 

・児童いきいき放課後事業へ参加する児童は、いきいき活動開始（14:30）まで学校（教

室）で自主学習を行います。 

・連絡帳に貼ってある「いきいき参加予定表」については、5 月 21 日（金）までのご記

入をお願いします。 

※5 月20 日（木）及び5 月21 日（金）の「登校時間」及び5 月24 日（月）以降の用

紙への記入については、不要です。 



 

 

 

 

 ５月 24 日（月）からの教育活動について  

・通常授業を再開します。 

・個人懇談会（希望制）については、予定通り実施しますので、児童は5 時限目終了後に

下校します。 

※検診の実施に伴う各学年の下校予定時間は、別表の通りです。 

・児童いきいき放課後事業についても、通常通り再開されます。 

 

 その他、お願いや確認事項  

・これまで通り「健康観察表」に体温や体調の記入をして、登校時に持参させてください。 

・段階的に通常授業を再開いたしますが、現在もなお「緊急事態宣言」発令中です。学校に

おける各種感染対策については、引き続き徹底してまいりますので、ご家庭においても放課

後や休日の過ごし方等について、十分ご配慮いただくようお願いします。 

・雨天時やエアコン使用時を含め、可能な限り換気を行います。暑さや寒さに対応できる

よう衣服による調整を、各自でご準備ください。 

・熱中症への対策として、十分な量のお茶を持たせてください。 

・子どもたちの活動の状況により、適宜マスクを外す場合もあります。マスクを外してい

る間は会話を控えるなど、感染対策には十分注意してまいります。 

・ランドセルに予備のマスクを２～３枚入れておいてください。 

・感染対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動は、実施しません。 

・「緊急事態宣言」発令中は、（個人懇談会終了後も）放課後、学校には残れません。 

・保護者の皆様に多大なご協力をいただきました結果、ご家庭における ICT を活用した学

習環境が整ってまいりました。今後は、各学年の学習状況に合わせて、学習者用端末を持ち

帰り自宅で学習動画を視聴したり、調べ学習をしたりする取り組みを進めていく予定です。 

・電話による対応時間は、午前7 時45 分から午後5 時15 分までとさせていただいており

ます。電話による欠席連絡は、午前7 時45 分から午前8 時25 分までにお願いします。 

・6 月以降の学校における対応について変更等がある場合は、別途お手紙や学校ホームペ

ージ等によりお知らせいたします。 

 

 

 


